
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提言項目１】 

乳幼児及び保護者に対し適切な支援を行うために必要な職員体制の充実 

 

【現状と課題】 

近年、少子化が進行する一方、被虐待児等の社会的養護を必要とする乳幼児はむしろ

増加している。乳児院においては、特に毎年冬期は各施設ともほぼ満床状態となり、退所

即新規入所や夜間の緊急入所等緊張を強いられる状態が続く。更に入所児における病虚弱

児、障害児が増加し、院内での医療看護業務のほか、少ない職員を通院付き添いや入院面

会等の院外業務に当てなければならない等、難しい運営を強いられている。 

また、被虐待児をはじめ多様な課題を抱える乳幼児の増加に伴い、乳幼児への個別支

援、小規模グループケアや保護者への養育指導、退所後のアフターケアがますます必要と

なってきている。更に国や東京都の里親委託促進策を反映し、里親支援専門相談員の配置

や里親実習等で、里親との交流が増えるなど里親支援の拡充が求められているが、現在の

職員体制ではそのニーズに十分に対応しきれていないのが実情である。その他、最近乳児

院は、フレンドホーム支援や地域子育て支援等の新たな役割が求められているが、職員体

制から対応困難となっている。これらの直接支援業務の多様化・複雑化は、そのまま事務

部門等間接部門の業務増につながっている。 

このような中で、乳児院の職員は、研修等育成機会が十分に与えられず、年次有給休

暇もほとんど取得できず、厳しい職場環境が職員の定着や資質向上を阻害し、新たな人材

確保を困難にしている。特に看護師の人材確保は極めて深刻な状況となっている。 

年々増加する乳幼児の社会的養護ニーズに対応し、乳幼児及び里親を含む保護者に対

する支援を適切に実施するためには、緊急に乳児院の職員体制を充実させることが必要で

ある。 

 

【提言内容】 

（１）大都市東京の現状に即した配置基準の更なる見直し、通院付添い加算の新設等によ  

り直接処遇職員の増配置を図ること。 

（２）フレンドホーム支援及び地域支援担当の専門職員を都の独自加算により増配置する

こと。 

（３）小規模グループケアが促進されるように、専任職員の増配置を図ること。 

乳 児 部 会 

【乳児部会とは】   

    東京都社会福祉協議会に所属する都内 10 箇所の乳児院をもって組織されている。

本部会は、乳児福祉の増進と職員の資質向上を期するため、乳児院相互の連絡調整

を図り、各種調査・研究活動、研修会の開催等の事業を行っている。なお、入所定

員（暫定）は、全体で 494 名であり、平成 24 年度の年間充足率は、82.6％であった。
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【提言項目２】 

緊急入所児や増加する病虚弱児、障害児等に対応できる医療体制の強化と予

防接種費用の加算 
 
【現状と課題】  

東京都においてはかつて、都立八王子小児病院付属乳児院及び都立母子保健院が手厚

い医療看護体制のもと、社会的養護を必要とする病虚弱児等を受け入れていたが、前者が

平成 2 年、後者が平成 14 年に廃止されたため、その後は民間の各乳児院に病虚弱児等が

多く入所する状況となっている。しかし、乳児院の医療体制については、常勤の医師がい

ないところがほとんどである。また、都の独自加算による看護師の増配置もおこなわれた

が、対象児の受入枠の条件等もあり、病虚弱児に対し十分な医療的ケアを施すことができ

ないのが現状である。更に入所児において増加傾向にある発達障害児に対しては、必要な

早期療育がほとんど行えていない。  
また、児童相談所の一時保護施設は、2 歳以上の児童が対象であるため、社会的養護

を必要とする 2 歳未満の乳幼児は、平日休日、昼夜間を問わず直接乳児院に入所する。

入所前の健康情報は聴き取りによるものしかなく、アレルギー等の健康上のリスクが不明

のままだったり、重大な感染症が持ち込まれたりするケースがあり、各乳児院は入所の都

度不安を抱きながらの受入れとなっている。  
病虚弱児等に対し適切な医療やリハビリテーションを提供するとともに、入所時の感

染症リスクを解消し、乳幼児の安全と安心を確保するためには、医療看護体制の整った公

立施設を整備し、行政的に対応することが適当である。  
また、乳児院における乳幼児健康管理の充実を図ることも重要である。乳児院の子ど

もたちが感染症に罹患するリスクは、一般家庭で養育されている子どもたちの１.５から２

倍だと言われている。毎年の流行時には、ロタウイルス胃腸炎やインフルエンザが蔓延し、

重症化して子どもが入院することもあり、職員にも感染して業務に支障をきたしている。

また、他の子どもへの施設内感染防止に苦慮している。 

ワクチンによって予防できる疾患（ＶＰＤ:Ｖaccine Ｐreventable Ｄiseases）の防

止が推進され、ワクチンの定期接種化が叫ばれている現在、乳児院に収容されたが故にＶ

ＰＤに罹患して生命の危険にさらされることは絶対に避けるべきだと考える。 

各乳児院では、子どもたちを守るために定期接種はもちろんのこと、任意接種ワクチ

ンも施設負担で接種しているが、その経済的負担は大きく、特に流行期に施設負担で行っ

ているインフルエンザ等の予防接種にかかる経費が施設財政を悪化させる一因となって

いる。よって、各種任意接種ワクチン（ロタウイルス、インフルエンザ、水痘、ムンプス、

Ｂ型肝炎等）の接種費用への加算を、是非ともお願いする。  
 更に実施することが望ましいヒブワクチンや肺炎球菌ワクチンの予防接種は、現在市区  
町村における公費助成が区々になっており、早急に統一的に対応できるような措置が必要  
である。平成 25 年度の任意予防接種実績は以下の通り。  
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【平成 25 年度 都内 10 乳児院任意予防接種実績】 

任意予防接種種類 件数 施設負担金額（円）

インフルエンザ 704 1,836,163

ロタウイルスワクチン 102 1,243,600

BCG 13 75,760

DPT 5 20,000

ポリオ 33 352,000

日本脳炎 9 70,490

プレペナー 27 281,000

ヒブ 19 192,000

四種混合 11 132,000

おたふく風邪 32 102,600

水痘 85 374,522

ＭＲワクチン 10 118,950

ムンプスワクチン 12 35,000

ビームゲン 45 123,711

シナジス 23 3,134,233

肺炎球菌 14 132,300

B型肝炎 27 152,650

合　　計 1,171 8,376,979  
【提言内容】 

（１）看護師、ＯＴ、ＰＴ、ＳＴ等の医療従事者の配置を拡充し、あわせて病虚弱児加算   

の要件緩和を行うよう国に働きかけること。  
（２）発達障害を持つ入所児に対し必要な早期療育が行えるような施策を講ずること。  
（３）必要な予防接種を全ての入所児に対し行えるよう措置すること。  
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